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防災気象警報発表時の対応について 

  

 

このことについて、５月下旬より防災情報が統一され、新名称となります。発表時の対

応等について、以下にまとめましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 午前７時の時点で、上富田町に以下の警報が発表された場合 

       ・レベル３以上の警戒レベル相当情報（大雨・土砂災害） 

          例：「レベル４大雨危険警報」 （裏面参照） 

・特別警報、警報（暴風・大雪・暴風雪） 

  ・給食は実施できません。ご家庭で弁当を用意して自宅待機をしてください。 

・自宅待機であって臨時休業ではありません。 

 

   ②警報が午前１０時までに解除になった場合には「登校」とします。 

   ③午前１０時から午前１１時３０分までの間に警報が解除になった場合には 

「午後登校」とします。 

   ④午前１１時３０分の時点でも警報が解除されない場合には「臨時休業」とします。 

 

２ 保護者が危険と判断した場合 

    警報等が出ていなくても、気象状況や場所によっては通学が危険と思われる場合が

あります。自宅周辺や地域の状況から保護者が危険と判断した場合は自宅待機させて

ください。その場合は、学校まで必ず連絡してください。 

   

３ 登校後に発表された場合 

   その時の状況に応じ、 

①保護者の方の迎えを要請 

②集団下校         のいずれかの対応をとります。 

 

４ 給食に関する特別措置 

上記警報発令時以外に、次の場合は、給食が中止になります。弁当を用意してください。 

①大型台風の接近に伴い、警報の発令が予想される場合 

②停電などの被害で、長期間にわたり給食センターが稼働できない場合 

 

※１に示した警報が発表中の場合、育友会行事等も中止または延期とします。 
担当：西村（教頭） 

℡：４７－２０２７ 



 

 

 


